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中世の南西 フランスにおける

ユ ダヤ人 とイ タ リア人

山 瀬 善

ユダヤ人とイタリア人とは,それぞれ異なる文化に支えられて,西 ヨーロッパの経済

文化の形成に極めて大きな役割を演じてきたことについて,いまさら多 くを語る必要は

ないであろう｡中世の南西フランスは,キリス ト教世界における最も多 くのユダヤ人を

居住させていた地域の一つであり,しかもユダヤ人に好意を示した回教世界に陸続きで

接 していた｡他方,この地域は西 ヨーロッパで最も早 く経済文化の開花をみたイタリア

-海岸沿いに容易に達しうる状態にあった｡このような環境から,中世の南西フランス

にユダヤ人とイタリア人とがどのように作用したかの問題は,この地域の経済社会の性

格を知るうえに必要な条件をなす｡両者のこの地域における動静と経済活動の状態とを

探究することによって,その影響を吟味すると共に,両者の経済活動の性格をも明らか

にせんとする｡

Ⅰ

ディジョンの墓地の巨大なヘブライ語の碑文が示す如 く,ユダヤ人は紀元 2世紀頃に

は確実にガロ･ロマンに現われていたと思われる｡南西フランス-の到来も,おそらく

その頃又は遅 くともそれから余 り隔たらない時期であったであろう｡大西洋に面するポ
1

ァトウーでさえ,4世紀にユダヤ人に関する明白な史料を持ってお り,既にフランス各

地に浸透し,主要な商業地には居留地が存在していた｡この時代には,特にマルセーユ
2

がユダヤ人の中心地として役立っていたように思われる｡

メロヴィング時代には,教会と国王とが一致してユダヤ人に強制改宗,迫害を加えた
3
が,カロリング時代に至るや,国王の対ユダヤ人政策は多分に保護の方向にむかい,か

4
れらの商業的才能を利用せんとした｡

1 Vincent=LesjuifsduPoitou,aubaヨmoyenage,Revued'histoire6conomlqueetSOCiale,

ⅩVIIIeAnn6e(1930),p･265･

2 Pirenne,H･:MohammedandCharlemagne,London19542,p･83･ 3 Ibid･,p･84･

4 Rabinowitz,L:Jewisllmerchantadventures, a study oftheRadanites,London 1948,
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5
エスパニュアのユダヤ人は,西ゴー ト時代に厳しい弾圧を受けたが,この弾圧が却っ

て回教徒のエスパニュア侵入を容易ならしめた｡迫害されたユダヤ人が,回教徒である
6

モール人 と結んで,モール人のエスパニュア侵攻を手授けたからである｡ユダヤ人はカ

リフ (A1-Tarik)を強 く支持 し, トレド-ではかれのために市門を開放したほどであった｡

この報酬 としてカリフはユダヤ人を尊敬し,同盟者として取扱い,新しく奪取 した都市

の統治を委ねた｡か くして,商業民族 となっていたかれらは,回教世界 とキ リス ト教世

界 との経済的仲介者 として,即ち Ibn-Khordadhbehによって846-7年から885-6年に亘

って報ぜ られたロ-ダニーテスとして東洋と西洋とを結ぶ世界史的意義を担ったものと
7

思われる｡以後特に両宗教世界が陸続きで相接している南西フランスは,ユダヤ人の経

済活動にとり極めて興味ある地位を占めていたとみなければならない｡

ユダヤ人が回教世界に販売 した主要な商品は奴隷であった｡エスパニュアにおいて,

スラヴ奴隷を史料的に明確に証明出来るのは,10世紀以後であるが,それ以前即ち8･

9世紀においてもキ リス ト教徒の奴隷と共に,スラヴ奴隷が既にエスパニュアにもたら
8

されていたように思われる｡スラヴ奴隷のエスパニュア-の供給は,ほとんどユダヤ人
9

の独占に属 していた｡南西フランスに関する限 りのその通路は次の如くである｡

エルベ河岸- コブレンツ- (モーゼル河及び ミューズ河の渓谷を通って)- ヴ

ェルダン- (リヨンを仲継地 としてソ-ヌ河及びローヌ河の渓谷を通って)- ア

ルル- ナルポヌ- パルセローナ,タラゴーナ, トル トーサ,ヴァレンシア,アル

メー リア

この主要通路に加えて,いま一つの通路が10世紀に再び使用されるようになった｡そ

れはライン河からセーヌ河,ロアール河,ガロンヌ河の渓谷を通って西部ピレネ山系の

pp.16sqq･;宮下孝吉 ｢カロリング時代におけるユダヤ人の国際商業｣,西洋中世都市発達の諸問題,

一条書店 1959,55貢以下｡

･5 Pirenne,H･:op･cit.,pp･84sq･;Caro,G･:Sozia1-undWirtBChaftsgeschichtederJuden,Bd･I,

Le ipzig1908,S･137;Lewis･A･R･‥Navalpowerandtrade皇nth-eMediterranean,A･D･500-1100,

Princeton1951,p･114.･

6 Rabinowitz,L:op･cit･,押･38sq･

7 p-ダニ-テス≪radhanites≫(Ar-Redh合nyya)は,おそらく南フランスのrhodaniensを意味す

るものと思われる｡その通路及び意義については,戦後の文献として Rabinowitz並びに宮下孝書

の前掲書を見よ｡なお,Heyd,W･:nistoireducommerceduLevantaumoyen鴫e,T･Ⅰ,Leipzig

ー1885(Amsterdam 1959),pp･125sqq･の古典的叙述にも注意しよう｡

'8 Verlinden,Ch･:L'esclavagedamsl'Europem6dievale,T･Ⅰ,Peninsuleib6rique-France,Brugge

1955,pp･211sqq･

9 Lombard,M･:LaroutedelaMeuseetlesrelationslointainesdespaysmosansentreleVIIIe

etlcXIesi占cle,dansP･Francastel(ed･):L'artmosan,Paris1953,pp･17sq･;Verlinden,Ch･:op･

cit･,pp･223sq･
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鞍部にあるソンポ-ル (Somport,Portd'Urdos),ロンスヴオ- (Roncevaux,Roncesvalles),
10

ヴェラ-チ (Velate)に至るものである｡

アルルにおける奴隷取引は, 8世紀末に遡 り,そこにはヴェルダン, リヨンにおける

と周様に,ユダヤ人の大居留地によって占められている廓外地があ り,倉庫並びに奴隷
ll 12

収容所が設けられていた｡アルルに優るとも劣 らないのがナルポヌである｡そこにも極

めて重要なユダヤ人の居留地があ り,その門戸は回教世界のレバ ン ト並びにイベ リア半

島の諸港に広 く閃かれていた｡ユダヤ商人のかのローダニーテスが出港 したのほ,この
13

港であるとさえいわれている｡9世紀中頃この都市でキ リス ト教徒 とユダヤ人 とが如何

に友好関係にあったかを次の史実は示す｡ナルポヌの司教がユダヤ人 と友好関係に生活

し,彼等を食卓に招き,キ リス ト教徒とユダヤ人 との日常の親交を黙認 したことについ
14

て, リヨンの司教 Agobardは激 しい非難文を送った｡

9世紀中頃以後カロリング朝の政治的混乱は,この辺境地南西フランスを無秩序の中

に追い込み,宗教的権威もまった く振わな くなったのみならず,ある地域ではノルマン
15

人の侵攻をみたので,諸侯が戦費と復興費 とを調達する必要から,ユダヤ人に ヨリ広い
16

活動の自由が与えられたように思われる｡史料不足はこの時代に特に著 しいが,次の-

史料 (おそらく957年以後で970年以前 と考えられる)は,ユダヤ人の活動の片鱗を示
17

しているものと考えられる｡カルカソヌの伯夫人 Arsindeとその二人の息子が,二つの

領地 MagrianとCuxacとの究落を抵当として二人のユダヤ人 SabronとBarolaから1,000

sousを借入れた｡この弁済が出来ないため,伯夫人なきあとの二人の息子は,大司教の

甥にあたるナルポヌの著名な住人 Gairoに親 らざるをえなかった｡この史実から我々は

10 Lombard,M･:op･cit･,pp･18sq･

ll Ibid.,p･18;Ganshof,F･L･:NotessurlesportsdeProvenceduVIIIeauXesi合cle･Revue

llistorique,63An nee(1938),pp･28sqq･は,Pirenne-の批判として,8110世紀におけるプロ

ヴァンスの諸港について示唆に富む叙述をなしている｡

12 Verlindenは ｢フランス地中海海岸において,アルル港と同程度に容易に西ヨーロッパの他の地

域と交通関係にありえた港は当時なかった｣(optcit･,223sq･)と述べているが,Lombardはナル

ポヌを ｢その活動がアルルのそれを凌駕した大港｣(op･cit･,p･18)としており,両者の両港につ

いての評価はいくぶん異なる｡ 13 Lombard,M･:op･cit･,p･18･ 14 Ibid･,p･18note43･

15 拙稿 ｢中世の南西フランスにおける開墾事業と村落の建設｣,国民経済雑誌 ･第百巻第五号

(1959),305頁以下をみよ｡

16 Vincentはポァトゥ一について,次の如く述べている｡｢信仰の強制的舶乗と厳格な諸手段とは,

ノルマソ人の侵攻が本格的に行われる時に造かにヨリ稀になるのがみられる｡事実,莫大な破顔を

修復しなければならず,貨幣はユダヤ人に属していた｡それ故,10世紀にかれらを上手に用いたO

貧化した国王,諸侯は経済的刷新の最上の役割をかれらに委せた｡｣(Vincent:op･cit･,p･266)

17 MalafoSSe,J.de:Contributional'6tudeducreditdamsleMidiauxXeetXIesi占cles,legsuret68

36elles,AnnalesduMidi,T･63(1951),pp･118sq･
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抵当権の問題に注意を向けるべきであろう｡この地方では11世紀の初頭には勿論のこと,

10世紀にも遡って抵当権の設定が行われた｡もっとも一般化までには至らないが,高い

社会階層の人々には利用されたものと思われる｡なお,11世紀後半には,この慣行は一
18

般化し,信用手段として大いに利用された｡

次いで,グレゴリウス上世の改革は,11世紀にこの地域の宗教的関心を高めはしたが,

これもやがて12世紀中頃には衰退する｡この間それほど強力な反ユダヤ人政策がとられ

たとも思われない｡11世紀末におけるトウールーズほ,依然として市民,騎士,ユダヤ人
19

から構成され,ユダヤ人は主としてCit6に居住し,ユダヤ教会堂と墓地とを持っていたO

南西 フランスの都市が活況を呈 し始める12世紀頃から,ユダヤ人の活動もそ
20

の激 しさを増 し,その後半に最高頂に達 した｡12世紀における南西 フランスの

経済的中心をな したモ ンペ リエについて,かの有名な BenjamindeTudelaの旅

行記 (1173)は次のように報 じている｡｢(モンペ リエは)商業に極めて好都合

な場所である｡ そ こには多数のキ リス ト教徒 とサ ラセン人 とが交易のためにき

たり,北アフ リカ (Garb) のアラビア人,ロンパルデ ィア ･大 ローマ王国 ･エ

ジプ ト全地域 ･イスラエル ･ギ リシア ･ゴール ･エスパニュア ･イギ リス ･ジ

ェノヴァ ･ピザの諸々の商人が殺倒 している｡そ してそこではかれ らはあらゆ

る言葉を話す｡我 々の賢者の最も有名な弟子,就中重要な Samuelを始めとし

て,Ruben,Nathan,Selamias,Mardoch6e･････.をそこにみる｡ かれ らの中ある者
21

は極めて富裕で,貧者に寛大であり,かれ らを訪れるすべて の者 を援 け る｡｣

12世紀はユダヤ人のルネサ ンス期 (AbenHezrah(1098-1164),MoipseMai'monide

(1135-1204)の時代)であったことから,新興都市モ ンペ リエに多数のユダヤ

賢者が来訪 したことも理解出来るが,他面 この都市のユダヤ人居留地の隆昌を

物語 るものであろう｡ BenjamindeTudelaは,モンペ リエ以外にもナルポヌ,

18 この間題については,Malafosseの前掲論文は極めて優れたものである｡

19 Mundy,J･H･:LibertyandpoliticalpowerinToulouse,1050-1230,N･Y･1954,p･8･

20 Graetz,D･:GeschichtederJudenvondentiltestenZeitenhisaufdieGegellwart,Bd･6,Leipzlg

1861,SS.233ff.

21 BenjamindeTudelaの旅行記の刊行本を直接みることが出来なかったので,Germain,A･:His･

toiredelacommunedeMontpellier,T･Ⅰ,Montpellier1851,pp･LXIVsq･によった｡なお,≪北

77リカ(Garb)≫ほ,HeydW･‥op･cit･,p･185note5では≪Algarve(ポルトガル)≫となって

いる｡≪大ローマ王国≫ほ神聖ローマ帝国でドイツを指すか｡
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マルセ-ユを始めとして地中海海岸都市におけるユダヤ人居留地の活澱な文化

的 ･経済的諸事情を伝えている｡ 文化的事情に関し特に注目されるのは自然科

学.なかでも医学と天文学とである｡ 前者について附言しておこう｡ 西洋医学

の最初の教養は,ユダヤ人によって伝授されたといっても過言ではないであろ

う｡ もとより,かれらの創造物ではないとはいえ,アラビア医学の西 ヨーロッ

パ-の媒介者としての地位は認めなければならない｡モンペ リエの医学校は最

初ユダヤ人によって指導され, 13･4世紀においても,なおなんらかの貢献を

かれらに負っている｡ 聖俗を問わず,中世の最高権威者は治療を求めてモンペ

リエ,あるいは南フランスのユダヤ人医者を訪れたのであり, か の ク レシ ィ

(Cr6cy)の戦で武勇の誉れ高い JeandeBohbme(1296-1346)もまたその一人で
22

あった｡モンペ リエでは,12世紀中頃にローマ法の再継受が行われるのである

が,それに伴なって法律学校が1160年にイタリアのポロニュア大学を範 として
23

設けられた｡14世紀中頃には,アラビア文化とローマ文化とを象徴する医学校

と法律学校とが,しかも SaintCermain 修道院の側に経を並べて設けられたこ
24

とは,西洋文化の縮図をまざまざとみせつけるものではなかろうか｡

12世紀における南フランスのユダヤ人の興隆と関連 して,この期におけるキ

リス ト教徒の対ユダヤ人観をみなければならない｡第一次十字軍を契機にキリ

ス ト教徒の対ユダヤ人観が,宗教 ･政治的性格から漸次悪化 して行 くことは否
25

定出来ないが,ここで南フランスの社会構成的特殊性が顧みられてもよいであ

ろう｡ 南フランス社会は初期の土著民に先ずケル ト,フェニキア,ギ リシア的

要素が,続いてローマ,西ゴー ト,フランク,サラセン的要素が,そして最後

に地中海的民族特にユダヤ的要素が加味されてきた｡このような事情は信仰の

22 Germain,A･･･op･cit.,T･ⅠⅠⅠ,p･107･また,ポァトウ-伯AlpllOnSeは,1252年眼病のため,

Lunelのユダヤ人医者 Ibrahimに頼 った (Vincent:op･cit･,p･278)｡

23 Germain,A･:op･cit･,T･ⅠⅠⅠ,p･8･ 24 Ibid･,p･105･

25 この間題については,Kisch,G･:ThejewsinMedievalGermany,astudyoftheirlegaland

socialstatus,Chicago19Li9,pp･337sqq･をみよ｡なお,同書にはドイツ語版ForschungenzurRechts-

undSozialgeschichtederJudeninDeutschlandwahrenddesMittelalters,Stuttgart1955があ

る｡
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問題を取挙げても,この地方の人々に内的なはげしさを植えつけなか った｡宗
26

教的紀律の意識は封建的紀律の意識と同様に著しくにぶ くなっていたのである｡

対ユダヤ人観も北部フランスでは,単に寛容されているに過ぎな く,時に略奪,

迫害が加えられている時に,南 フランスでは特権的地位を享受 した｡ もっとも

特権的地位とはいえ,南フランス全地域に亘って-様なものではない｡各都市

それぞれのニュアンスを持 っていた｡南西フランスで,当時ユダヤ人が最も隆

盛を極め,他方最もカ トリック的であったモンペ リエでは,1121年の Guillem

v並びに1172年の Guillem VII,更に1202年の GuillemVIIIの遺言状で bayle職
27

にユダヤ人を就けてはならないことが述べられ,1204年の大憲章第 7条には,
28

｢モンペ リエの領主は,決 して bayleをユダヤ人に求めてはならない｣ と明記 さ

れている｡ これに反 して,サン･ジルでは 1170年にユダヤ人の王族 Abba･Mari
29

が bayleで,またニームの財務官でもあったし,ニームでは Durandが副 viguier

であった｡ トゥ-ルーズでも, 1180年の consulatの一員 Heliazarがユダヤ人
30

であったといわれるが,これについては疑問なしとしない｡ベ ジ工 にお け る

Caravita,Samuel兄弟並びにカルカソヌにおけるMo'iseは,1204年に Trencaval

の baylesと財務官とであった｡公職に就きうるかどうかとは別に,少な くとも

13世紀初頭までは確かにユダヤ人の経済活動についてそれほどの制限もな く,

土地所有も許されており,改宗することによって市民と同一の特権をも享受す

rることが出来たといえるであろう｡ 時には,カルカソヌでみられるように,ユ

ダヤ人居留地の負担を軽減するために′,ユダヤ人に通用されていた財政的割当

負担金の適用範域を拡大 し,Alet,Limoux及び RazさSのユダヤ人をもその範域

26 Belperron,P･:LacroisadecontrelegAlbigeoisetl'unionduLanguedocalaFrance(1209-

1249),Paris19592,p･8･

27 GuillemV の遺言状は,次の如く述べている｡≪Prohibeoablleredibusmeis,quiMontempes-

sulanum habebunt,nealiquam bailiam nequedominationemdonentinMontepessulal" alicui

JedeovelSarraceno.≫

28 Germain,A･:op･cit･,T･Ⅰ,p･61･

29 Belperron,P･:op･cit･,p･110に,このような例が総括的に挙げられている｡

30 最近の研究書のほとんどは,キリスト教徒の中にも同名の者があるという理由で疑問視 しているQ
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31
に編入することを梼緒しなかった例もある｡ しか しながら,12世紀から13世紀

初頭にかけての対ユダヤ人観は,市民との調和と同化とを必ず しも促進するも

のではない｡むしろキリス ト教徒とは明確に区別 しながらも,世俗的領主の財

政的考慮 (主として重課税)に基づいて経済的自由を許 し,臨機に特権を与え

たというほうがヨリ正確な表現であろう｡ 宗教的関心がI2世紀中頃以後急速に

衰退 したことから,世俗的領主の財政的考慮が一方的に対ユダヤ人観を左右 し

ていたとみることが出来るであろう｡

緩んだ宗教的関心は,アルビジョア十字軍によって再び高められたので,13

世紀初頭以後において宗教的見地からの干渉がユダヤ人に強化された｡1229年

4月12日のパ リ条約第 3条には,｢平和を守 り,野武士を追放 し,教会と聖職者

を保護 し,かれらの権利を維持 し,破門者に償いをなさせ,ユダヤ人にも異教
32

徒にも公職を与えないこと｣と規定されている｡パ リ条約は南西フランスの ト

ゥールーズを含む有力な部分をフランス国王に帰属させる手懸となり,遂に12

71年にはその地は国王の直接支配に服 した｡ここにフランス国王の意図が新た

にユダヤ人に干渉して くるのである｡

アル ビジョア十字軍後ユダヤ人は審問について異教徒と同様な取扱いを受け,

また彼等はキ リス ト教徒の下僕を持ちえなかったし,その医者は公式的にはキ
33

リス ト教徒を治療することが出来な くなった｡アラゴン国王の支配下にあった

モンペ リエも13世紀中頃 (1258年10月10日)の JaymeIの文書に次のようにい

われている｡ ｢ユダヤ人はキリス ト教君主のほとんどすべての土地において,
34

造物主に悪口を浴せた侮辱を償うために従属的窮粋下にある｡｣ 中世のキ リス

ト教徒にとってイスラエルの息子はキ リス トを苦 しめた者の後商であることを

止めなかったし,嫌悪の感情を懐かしめてきた｡そこから当時ユダヤ人に特定

な衣服を着る義務を課し,また,少な くともその衣類に識別の印をつけること

が生 じた｡更に,モンペ リエは1349年フランス国王により買取 られ,次 いで

31 Pou又,J･:LacitedeCarcassonne,histoireetdescrlPtlOn,T･∫,Toulouse･Paris1931,p･40･

32 Belperron,P･:op･cit･,p･386･ 33 Ibid･,p･434･ 34 Germain,A･:op･cit･,T･Ⅰ,p･61･
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1365年ノルマルディの若干都市と交換にナバラ国王 CharlesIIに与えられ,再

び1382年フランス国王 CllarlesVⅠの支配に服 した｡この間の1368年 5月 6日

の ≪Etablissement≫には,次のようにいわれている｡｢モンペ リエに住んでいる

ユダヤ人男女は,この町のいかなる井戸または家屋の水を飲んではならない｡

かれらほ割当られた唯一の井戸を利用すべし｡キ リス ト教徒はかれらの汚れも,

かれらの醜聞も飲まないために｡いかなる肉屋もモンペ リエの公設市場でユダ

ヤ人の食用に供される肉を販売したり,販売せしめてはならない｡かれらはこ
35

のために指定された特定の場所を持つであろう｡｣ か くして,益々ユダヤ人へ

の嫌悪感は強化され七行った｡1393年9月17日における王国内のユダヤ人追放

は,宗教的散としての明確な意識に基づいたものであり,かれらに決定的打撃
36

を与えたように思われる｡

このような対ユダヤ人観の推移は,かれらの経済活動をどのように変化させ

て行ったであろうか｡中世初期並びは中期にかけて,商品商業特に奴隷商業に

独占的地位を持っていたが, 9世紀中頃から11世紀初頭にかけて,南西フラン

スを襲った無秩序状態は,諸侯に戦費その他の費用の調達を必要ならしめ,土

地を抵当としたユダヤ人からの借入れに頼らなければならなくさせた｡ しか し,

往々の返済不能がこれらの土地をユダヤ人の掌中にもたらしたであろう｡ この

地方が,既に11世紀後半に抵当権の一般化をみたことは前述 した｡この時代に

いまだそれほど多数の富裕な土著市民が存在 したとも考えられず,イタリア人

の活動も後述の如 くであるとするならば,抵当権に基づいて信用を与えたのは,

主 としてユダヤ人であったであろうという推測もある程度許されるであろう｡

37 38

このような推測を受け容れることによって,GustaveSaige及び Jean Regn6 が

描き出した南西フランスの土地所有者としてのユダヤ人が理解出来よう｡ しか

35 Ibid･,T･ⅠⅠⅠ,p･246･

36 Ph･Wolffは トウール-ズにおけるユダヤ人の存在についての最後の証拠は1394年であり,史料

の永い沈黙は14世紀末にかれらが市内にいなくなったことを考えさせると述べている(Wolff,Ph.:

CommercesetmarcllandsdeToulouse(vers1350-vers1430),Paris1954,p･400)｡
37 Saige,G･:LesjuifsdeLanguedoc,Paris1881･

38 Regnさ,J･:EtudesurlaconditiondesjuifsdeNarhonneduVeauXIVesi占cle,Narbonne1912.
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るに,諸侯の財政的見地に基づくユダヤ人-の重課税が,土地所有以上に収益

をもたらす金融事業-と向わしめて行った｡ナルポヌにおいても,1250年頃に
39

はユダヤ人所有の土地はほとんど貨幣に代えられている｡たとえユダヤ人の土

地獲得があるとしても,それは投機的性格を持ったもので,間もな く転売され
40

ている｡ もっとも土地の貨幣化を促進した要素として,キ リス ト教徒の反ユダ

ヤ人観の強化に呼応 して,自らの流動性を保たんとしたことも考慮 しなければ

ならないであろう｡

工

ユダヤ人の経済活動は,諸侯の対ユダヤ人政策によって影響されることが極

めて大きかった｡いま,この事情を理解するために,対照的な政策がとられた

と思われるマルセーユとルシヨンとの例を取挙げてみよう｡ マル セ～ユで は

1219年都市 と司教との契約が成立 し,そこに居住するユダヤ人はすべての市民
41

権を享受する｡ かれらほサラセン人 と同株に自由になんらの妨害もな く往来 し,

売買することができ,且つ自己のまたは他人の船でかれらの望む港に出入港す

ることが許された｡1257年にマルセ-ユがプロヴ■ァンス.の当時の伯 Anjou公 と

締結 した契約にはユダヤ人とサラセン人 とが共に包括されており, この時代の

すべての通商条約には市民と同様にユダヤ人が語 られている｡ このような事情

は,当時のマルセーユのユダヤ人がその経済活動において相対的に多方面に亘

りえたことを示すものでなかろうか｡LBlancardによって編纂された13世紀の
42 43

公証人記録では,46名のユダヤ人が識別されうる｡ かれ らの経済活動の中,≪コ

ムメンダ≫における出資者あるいは被出資者 となって直接事業に参加 している

39 Sayous,A･-E･:Lesjuifs,Revueeconomiqueinternationale,24Ann占e(1932),Vol･Ⅰ,p･508･

40 例えば, トウール-ズの一例について Mundy,J･H･:op･cit･,p･226note26をみよ｡

41 Kayserling,M･:DieJudeninNavarra,denBaskenlandernundaufdenBalearen,Berlin1861,
SS.136f.

42 Blancard,L･:Documentsin6ditssurlecommercedeMarseilleaumoyenage,2vols,Marseille

1884-5.

43 家族構成 4名として184名となるが,公証人記録はほとんど一世紀に亘るもので,後述のベルど

こュアンと比較 して決して多いとはいえない｡
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場合が多 く,その地理的方向は北アフリカのブゥジィ (Bougie),イベ リア半島

の東海岸にあるヴァレンシア,パ レスチナのアッカ(Acca,Acre)が圧倒的に多

数を占め,他にシシリィ特にメシナ (Messina), ピザ,マジョルカ及びパルバ

リィ,セウタ (Ceuta), アレクサンドリアが若干みられる｡ しかし,大陸の商

業地にはぜんぜん関心を示さなかったことは,注意すべきであろう｡ 単純な貸

借関係は僅か数件を数えるのみで,≪コムメンダ≫に比してその意義は遥かに劣

っていたように思われる｡ 公証人記録から判断するに,マルセーユのユダヤ人

は事業的にも市民 と全 く同様な経済活動を営み,ただその活動が専ら地中海海

岸の回教世界に向けられていたとみてよかろう｡

ルシヨンはアラゴン国王の統治下にあり,ユダヤ人は敬称として用いられた
44

Don の使用を許されたが,他方国王の完全な支配下に置かれている｡ JaymeI

の妻 D.Yolanは 1250年 4月16日にベ ルどこュアン居住のユダヤ人について,

次の命令を発 している｡ ペルビニュアンのすべてのユダヤ人は,同年のクリス

マスまでに ≪高台≫(Potium)に居住しなければならず,若 しLからざる場合に
45

は,50MorabitinosAlfonsinosの罰金を支払うべし｡ペ ルビニュアンは13世紀中
46

頃から急激にその経済的重要性を増大させた都市であり.ユダヤ人についての
47

記録も比較的遅 く1185年に初めて現われるに過ぎない｡1250年の命令は,この

都市が経済的繁栄につれて南西フランスにおけるユダヤ人の最大の居住地の一

つを形成 しつつあったことから結果 したものであろう｡ このようにその居住が

一定地区に限定されたのみならず,その地を離れんとする場合には,統治者の

特別な許可を必要とした｡更に,明確に知りうるところでは,PedroIV からユ

ダヤ人は都市を離れ,事業のためであろうと施療のためであろうとその国境を

越える権利を獲得 した｡ しか し,かれらは人質として妻子を残さねばならず,

44 1iayserling,M･:a･a･0･,S･137･ 45 Ibid･,S･137Anm･3･

46 Emery,R･W･:FlemishclothandflemishmerchantsinPerpignaninthethirteenthcentury,

inJ･H･Mundyetc･(ed･):EssaysinmedievallireandtllOugllt,presentedinhonorofAustin

PattersonEvans,N･Y･1955,p･154･

47 Emery,R･W･‥ThejewsofPerpignaninthethirteenth century･aneconomicstudybasedon

notarialrecords,N･Y･1959,p･11･
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Aljama(ユダヤ人居留地)の成員として支払わねばならなかった課税にとって
48

証人を立てる必要があった｡R･W･Emeryによるこの都市の公証人記録 (1261-
49

1287)の分析結果は,このような対ユダヤ人政策の背景を考えて,初めて正 しい

評価が与えられるであろう｡しかし,このような事情は最早このころの南西フラ

ンスでは通常であったと思われるから,ここで Emeryの分析結果を取挙げるの

は,南西フランスにおけるユダヤ人の当時の経済活動を知る良い手懸を与える｡

Emeryの公証人記録の分析に従えば,ベルどこュアンでは300-400名のユダ

ヤ人を擁 しながら,外国貿易,地方商業にたづさわる者は僅か数名に過ぎす,

手工業に従事する者もせいぜい Aljama の需要を満たす程度にしか存在 しなか

った｡かれらの大部分は金貨業を職業としていた｡かれらが金貸しの対象とし

ていた社会層を知ることは,金貨業の性格をなんらか暗示するように思われる
50

から,次にこれを表示してみよう｡

総

ペルビニュアンでの事情が異例でないことは,当時ともにアラゴン国王の支

配下にあるモンペ リエの場合 (次表)と比較することによって明らかであろう｡

モンペ リエの使用しうる公証人記録は,ベルどこュアンのそれよりもい くぶん

遅 く,しかも史料的には遥かに劣り僅か 7カ月に亘るものである (1293年 9月

4B Kayserling,M∴a･a･0･,S暮138.

49 Emery,R･W･･･ThejewsofPerpignaninthethirteenthcenturyは,中世の南西フランスのユ

ダヤ人研究に従来断片的にしか用いられなかった公証人記録を体系的に使用したもので,経済活動

について興味ある成果を挙げている｡

50 Ibid･,p･39table4･
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51
～1294年 3月)｡

社 会 階 層 L 貸付数の百分率

農 村 人

市 民

騎士 及 び貴 族

聖 職 者

国 王 役 人

不 確 実 な 者

8

2

0

/0

2

1

貸付額の中位数

31

上の二表から,農村人 と市民と-の貸付が圧倒的に多かったことが知られる｡52
農村人には在郷の金貨業者もある程度含まれてほいるが,大多数が農民である｡
レかも,ここに示された貸付数は当該都市で契約が成立 したものに限られ,都

市の金貨業者が農村に出向いて契約したものは含まれておらない｡市民の中で
53 54

は,手工業者が40%近 くを占め,商人と都市居住の耕作者が17-18%程度でこ

れに続 く｡ 手工業者の中では,比較的富裕だと思われる職種の者が多 くみられ

るが,公証人記録による貸付は原則として質物を必要としない人的信用に基づ

くものであるから,史料の性質上このような現象が示されたものと思われる｡

農村人についても,このことはあてはまるであろう｡ また,農村人が最も多 く

借入れた月は,端境期ではな く,収穫期直後 (9,10,11各月)で,また,返済
55

月は収穫期 (8,9各月)に多い｡このことは,この史料に現われる貸付が困窮

のためというよりは,領主-の諸斌課の支払に結びついていたことを物語るで

あろう｡貸付期間も農村人で9カ月,市民で6カ月ぐらいとされるが,この場
56

合短期の利子率は長期のそれよりも高 く,ために貸付の更新を予想 した貸付人

の意図を無視することは出来ないであろう｡公証人記録に基づ く貸付に頼 りえ

51 Ibid･,p･132table12･ 52 Ibid･,p･61･ 53 Ibid･,I)P･48sqq･

54 マルセーユのユダヤ人は,≪コムメソダ≫を極めて多く利用し,事業-の直接参加の意欲を示して

いるが,ベルどこュアンでは単純な貸付人として現われるに過ぎない｡

55 Ibid･,pp･64sql

56 -年以下に対する年利子率20%,一年以上に対するそれは16等';% (Ibid･,pp･84sqq･)｡ トウ-ル

ーズでは,14世紀後半に遇利子率43y2% (llbにつき2d)が許されている(Wolff,Ph･‥op･cit･,p･

398)oポァティ-でも14世紀頃に遇利子率40%が許されている(Vincent:op･cit･,p･299note138)0
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ない弱小農村人並びに市民への貸付 にも,ユダヤ人 は質金融を活瀞 に行 ってい

57

た と思 われ る｡ しか し,史料的にその全容を捉え ることは極 めて園難で あ る｡

以上みて きた如 く,13世紀以来南西 フランスのユダヤ人 は金農業 にその経済

活動の重点を置いた｡ この時代 におけるマル セ-ユのユダヤ人 が相対 的に多方

面 な経済活動を行いえたの とは対照的で あ る｡ アル ビジ ョア十字軍 に続 く宗教

的 ･政 治的事情が,確かに対 ユダヤ人観 を悪化 させた｡ しか し,追放 とか迫害
58

とかの過激 な行為には至 らなか った｡南西 フランスでは,特 にユダヤ人居留地
59

の住民 が多 く,諸侯への財源 として重要 な意義を持 っていたか らで もあろ う｡

重税 に堪 え るため,ユダヤ人 は ヨ リ収益性の高 い金貸業 に専 念 し, しか もベル

どこ ュア ン及びモンペ リエの例においてみた如 く,かれ らの貸付対象 は主 と し

て中小社会層で あった｡ このよ うな社会層 を対象 と した ことについては,支 配

階層 の側 におけ る政治的 ･宗教的諸要 因が考 え られ るで あろ う｡ 例えば,13世
60

紀 後半以降 ≪estimas≫の制度が創設をみてい るとか, キ リス ト教徒か らの金融,

即 ち土 著市民 の金融力の増大 とか, イタ リア金融業者 の進 出とかを考慮 しなけ

57 Emery,R･W･:TheJewsofPerpignan,pp･31sqq･

58 北部諸地方のユダヤ人への過激な行為が,南西フランスにかれらを移住させた場合もあった｡危

険を感じた際には,直ぐに回教エスパニュアに移りうる地域として利用されたのである｡例えば,

Francisque-Michelはボルド-についてR61esgascons中に現われる明らかにイギリスから渡来し

たユダヤ人 (Aaron,Eliasなど)をかかるものと看散している (Francisque-Michel‥Histoiredu

commerceetdelanavigationaBordeaux,T･II,Bordeaux1870,p･413)｡

59 ユダヤ人の存在を否定しないように配慮しつつ,校滑な課税政策がとられた｡先ずボルドーの例

を示そう｡飢薩下にあったユダヤ人居留地にボルド-の conn6tableがなお課税しているのを聴い

て,EdwardIは1275年5月23日にユダヤ人を圧迫し,国王の命なく課税することを禁止する命令

を出したQ続く conn6tableとガスコ-ニュSen6chal宛書翰で,ユダヤ人に敵意を持つ者の教唆

で無意味な口実に基づき巨大な課税をなし,支払えざる著を厳罰に処していることを批難 した

(Ibid･,p･412)｡役人の不当な課税でユダヤ人の逃亡が増大したために出されたものと思う｡次に,

南西フランスに属さないが,ポァトウ-の興味ある例を挙げよう｡LouisIX の第7次十字軍に際

し,資金調達のため国王の弟でポァトウ-伯であった若きAlphonseは1248年7月次の手段をとる(

(1)LaRocllelle,SaintJeand'Ang叫 ,Saintes,Poitiers,Niort,Saint-Maixentのユダヤ人を追放

すること (2)この追放のため,これら地域の各々は戸別賦課金480uSを追放費用として支払うこ

と｡やがて,ユダヤ人は戸別賦課金を上廻る貢納をなす｡AlpI10nSeはこれを受け,追放を取止め

た (Vincent:optcit.,pp･277sq･)｡

60 拙稿｢中世末期におけるトウ-ル-ズ市民の土地所有について- 最近の研究成果によせて- ｣,

神戸大学経済学研究･6(1959),109頁以下をみよ｡
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ればならないであろう｡か くして,13世紀以来のユダヤ人は主として庶民金融

の担当者として特異な地位を築いた｡この地方では,前述の如 く抵当権の設定

が11世紀後半に一般化 し,≪oblie≫などの制度を通 じて不動産の動産化が既に12
61

-13世紀に行われたのみならず,信用制度も比較的早 く大衆化 した｡この事実

はローマ法の影響もさることながら,キ リス ト教ヨーロッパにおいてユダヤ人

を最も多 く擁 していたこともなんらかの関連を持っているように思われる｡

ユダヤ人の経済活動が14世紀以来逐次縮小過程を辿って行ったことは,その

進度と強度とを別にすれば (一時的な追放があったとはいえ),北フランスなど

とほぼ同様である｡

Ⅱ

イタリア商人がフランス王国を往来し,あるいは居住するに至るのは,少な

くとも11世紀以来証明せられる｡特に,12世紀にはシァンパーニュ大市に多 く

のイタリア商人の来訪をみていることは,周知の事実である｡13世紀末 Philtippe

1?Belの統治以来は, しばしば国家財政に枢要な地位を占めた｡ところで南西

フランスにおけるイタリア商人の役割は,地中海海岸の諸都市を別とすれば,

ラング ドックの内部,ガスコーニュ及びギエンヌでは,13世紀以後にしかみら
62

れない ｡ これらの地方にユダヤ人居留地が多数存在したのに反 し,イタリア人
63

居留地は指摘されない｡また,Y･Renouard は,大西洋に面 し,葡萄酒積出港

として栄えたボル ドーについて, 5-13世紀に亘ってイタリア人のなんらの痕
64

跡もないことを証明している｡

このような事情は,地中海海岸の諸都市については異なる｡ ラング ドックの

61 Wolff,Ph･:op･cit･,pp･355･sqq･の 41ecrbdit≫についての優れた叙述をみよ｡

62 Malvezin,T･:HistoireducommercedeBordeaux,depuisleョorlglneSJuSqu'amosユours,T･Ⅰ,

Bordeaux1892,p･106･

63 Ph.Wolff は トウ-ル-ズについてもイタt)7人居留地はなかったことを指摘している (WoIH,

Ph.:op･cit･,p･15)｡

64 Renouard,Y･:Le r61edeshommesd'affairesitaliensaBordeauxaucoursdumoyenage,in

StudiinonorediGinoLuzzatto,Vol･I,Milano194.9,p･48･
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海岸には,イタリア商人就中ジェノヴァ商人とピザ商人とが,既に12世紀初頭

において活澱な商業活動を展開しており,ナルポヌとモンペ リエとは,かれら
65

にとり最も重要な商業地であった｡ 12世紀を通 じてイタリア西海岸の両雄ジェ

ノヴァとピザとの問には,あるいは顕在的に,あるいは潜在的に経済的争いが

続いた｡この争いは南フランスに持ち込まれ,南フランスの諸侯問の反目と結
66

びついて,海岸諸都市の利害に極めて複雑な関係を醸 し出した｡ これまで ピザ

に組 したナルポヌは,1132年 6月 2名の consulsをジェノヴァに派遣 して,両

都市間に横たわる不和を取除かんと協定を結んだ｡この協定には,ジェノヴァ

商人の永続的滞在に用いられる商館の建設が含まれており,また他方,当時約

300名を数えたユダヤ人に対する報復手段の存続が認められていることは注目
67

に値 しよう｡ジェノヴァとピザとは33年に至 って形式上の平和を取戻 し,両市

の商人の永続的居住もあったように思われる｡1164年 4月21日にナルポヌほピ

ザとの間に残存する最古の通商条約を取結んだ｡この条約は完全に互恵主義の
68

原則に則ったものである｡ ピザのこの政策に反 して,ジ羊ノヴァには常に野心

があった｡それは沖航行から南フランス人を可能な限り排除せんとするもので

ある｡このような野心にナルポヌが簡単に服する筈はなかった｡両者の相容れ

ざる態度から,重要な通商関係が存在 したとは考えられない｡1162年から1175

年 に亘 り,ピザとジェノヴァとは再び戦端を開いた｡戦運はジェノヴァに有利

65 南西フランスの地中海海岸におけるイタ1)ア商人の経済活動については,Schaube,A.:Handels一

geschichtederromanischenV61kerdesMittelmeergebietshiszumEndederKreuzziige,Munchen

undBerlin1906,特にSS･552fr･及び Heyd,W･:op･cit･の古典的著作に詳しい｡なおDupont,A･:

LesrelationscommercialesentrelegcitesmaritimesdeLanguedocetlescitesmediterranbene日

d'Espagneetd'ItalieduXeauXIIIesiecle,Nine1942の優れた研究があるが,みることが出来な

かった｡また,モソペリエについては,Germain,A･:HistoiredllCOmmerCedeMontpellier,

Montpellier1861のほか,Sayous,A･-E･etCombes,J･:Lescommercantsetcapitalistesde

MontpellierauxXIIIeetXIVesi占cles,Revuehistorique,65Ann6e(1940),pp･341sqq･があるが,
後者は商業技術の面で興味がある｡

66 Higounet,Ch･:Ungrandchapitredel'histoireduXIIesiecle:1arivalitedesmaisonsde

ToulouseetdeBarcelonepourlapreponderancem6ridionale,daneMをlangesd'histoiredumoyen

aged6diEsA1am6moiredeLouisHalphen,Paris1951,pp･313sqq･をみよ｡

67 Schaube,A.:a.a.0.,SS.552∫. 68 Ibid.,SS.553f. 69 Ibid.,S.554.
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に傾き,ためにナルポヌは1166年11月12日にジェノヴァと平和条約を結び, ど

ザの沖航行を阻害することを援助すると共に,自らもピザの商品をかかる方法

で運ばないことを約 し,更に旧協定 (1132)の一般規定の復活を認めた｡他面,

幸臥､として他の南フランス都市に強要された ≪南フランス人の沖航行からの排
69

除の原則≫からある程度除外された｡この条約の期限5カ年を経過 した後のジ

ェノヴァのナルポヌに対する感情は, ピザとの1164年の通商条約が1174年に更

新されているところからみても,好転 し続けたとは思われず,寧ろ悪化 したの

ではない かと推測される｡1182年になって初めてジェノヴァ⊥ ナルポヌ問の
70

友好関係が回復 し,同年互恵主義に基づ く通商条約が締結された｡

モンペ リエにも多 くのイタリア人が来訪 していたことは,前述の Benjaminde

Tudelaの旅行記からも窺うことが出来る｡ 既に,1241年 トゥールーズ伯とサン

･ジルの支持を受けて,モンペ リエ市民が暴動を起 した際, Guillem 6世は ト

ウールーズ伯に反感を持つジェノヴァ及びピザの援助を受け,再び都市に戻る
71

ことが出来た (1243)｡Guillem 6世はその報酬として諸負担を免除し,商館に
72

あてられる家屋を提供 し,ジェノヴァ及びピザ人による損害にとっては,単に

有罪者のみを処罰することを約 し, トゥールーズ伯に対 し両市を支援すること
73

を誓った｡前述の如 く,この時代はピザとジュノヴァとが形式的な平和を享受

していた時であった｡続いて1150年才若 くして父の跡を継いだ Guillem VIIは,

1143年の取極めを永久に守り,且つ 5カ年の期限で前述せるジェノヴァの野心

を盛り込んだ,モンペ リエの海上商業に極めて不利な協定をジェノヴァに強い
74

られた｡この協定は更に 5カ年の期限で更新されている｡1162年ジェノヴァと

70 Ibid.,SS.555f.

71 拙稿 ｢Consulatと職業集団- モソペ リエを中心として- ｣,社会経済史大系 ･Ⅱ ･中世後期,

弘文堂刊 1960,190頁｡

72 W･Heydは GuillemVが1121年にジェノヴァにモソペ リェにある一軒の家屋を与えたと述べて

いるが (Herd,W･:op･cit･,T･I,p･185),A･Scllaubeは史料の年代考証から1243年を最初と看放

す (Scllaube,A.:a.a.0.,S.560Ann.3)｡
73 Schaube,A.:a.a.0.,SS.558f.

74 Ibid･,S.560. 75 Ibid.,S.568.
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ピザとの間に戦闘が再開されるや,ジェノヴァはその野望実現のために,更に

ピザがその商業の強力な支点をモンペ リエとサン･ジルとに置いたためにモン

ペ リエを極度に敵視 した｡1170年ジェノヴァはモンペ リエを味方に組みいれ,

ピザにあたらんとしたが,失敗 し,南フランスにおけるモンペ リエの競争者サ

ン･ジルと結んだ｡このため,モンペ リエはジェノヴァにより以前にも増 した
75

仕返 しを受けた｡1175年皇帝の命により戦争は終結 し, ピザは沖航行を断念 し,

南フランスの沿岸航行にその活動を限定 した｡1177年 2月6日には, ピザの

consullldebrandoSismondiと GuillemVIIIの輔佐会議とが通商条約を締結 した｡

そこでは相互の領域内における通商 ･航行の完全な安全と自由とが保証されて
76

いる｡ この条約はモンペ リエのピザ人の商館で行われた｡か くして,モンペ リ

エはピザ人の商業にとって重要地となった｡次いで1201年 8月3日にはGuillem
77

vIIIがジェノヴァゐ consulsと類似の条約を締結 した｡商人のみでなく,知識

人の往来も当然考えられる｡12世紀中頃におけるローマ法の再継受,それに基

づ くポロニュア大学に倣った法律学校の創設は,このことを推測せ しめるに十

分である｡

11世紀以来著しく繁栄したイタリア商業の中心地は,東海岸のヴェネチィア

と西海岸のジェノヴァ,ピザであったが,これらの商人は,形態においても,

拡大傾向においても極めて海洋的性格を持っていた｡例えば,比較的小人数で

取引毎の組合形態を主に利用したり,地中海海岸都市を主として往来 し,内陸

都市の商人がこれら都市に来訪するのを待った｡ために, この時代のイタリア

商人の内陸-の浸透力はそれほど著しいものではなかった｡ しかるに,12世紀~

末及び13世紀初頭における トスカナ地方の毛織物工業の発達は,フィレンツェ,

シエナ,ルッカなどの商人を羊毛及び未仕上毛織物生産地方と密接に結びつけ

た｡ トスカナ諸都市の商人は,ヴェネチィア,ジェノヴァ, ピザ商人の海洋的

性格とは異なり,陸路をも大いに利用 した｡このことが内陸の重要な商業地に

76 この条約の全文はGermain,A･:HistoiredelacommunedeMontpellier,T･ⅠⅠ,pp.417sq･に掲

載されている｡

77 この条約の全文もIbid･,pp1422sqq･に掲載されている｡
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かれらを居住させると共に,永続的な多数人による組合形態を形成させ,各地
78

に支店網を設けることを必然的ならしめた｡政治的理由もあるが,これらの ト

スカナ商人のこの性格が,13世紀特にイノサンⅣ以来法王庁との結びつきを可
79

能にしたのである｡

では,南西 フランス並びにその近隣において,どのような路線がかれらによ
80

って利用されたのか｡ トスカナ商人の活動は先ず トスカナ毛織物工業-の原料

供給と関達 し,ためにイギ リス及びシァンパーニュ大市,フランドルを訪れる

ことに多大の関心があった｡ ローヌ渓谷を大いに利用 したことは最早周知であ

るが,地中海と大西洋とを結ぶ路線としてガロンヌ渓谷の利用が一応想定され
●

るであろう｡ しか し,実際上この路線は横断路としてはほとんど利用されず,
81

専 らラ ･ロッシェル- ニームのローマ旧道が用いられた｡ Pegolottiもイギ リ
82

ス羊毛のイタリア-の輸送について,この路線の重要性を十分に認めている｡

このような路線事情から考えて,南西フランスの中心部は トスカナ商人にとり

さほど重要な地域ではなかった｡これに反 し,ローヌ河を挟んだニーム,アヴ

ィニュオン地域は,ロ-ヌ路線とラ ･ロッシェル- ニーム路線の合流点とし

て極めて重要な地域を形成 し,多 くの トスカナ商人の居住が進められた｡この

よ うな基盤があったればこそ,イノサンⅣ以来の トスカナ商人と法王庁との不

可分な関係が,政治的,宗教的問題とからんで1317年に法王庁のアヴィニュオ
83

ン移転を決定づけたのである｡ しかも,法王庁のアブィニュオン移転それ自身

が,こんどは トスカナ商人のアヴィニュオン-の関心を加速度的に高めるに至

78 Renouard,Y･･･Lesrelationsdespapesd'AvignonetdescompagnleSCOmmerCialesetbancaires

de1316a1378,Paris1941,pp･88sq･ 79 Ibid･,pl89･

80 Renouard,Y･:Lesvoiesdecommunication entrepaysde la M6diterran6eetpaysde

'1'Atlantiqueaumoyenage,problemesethypothをses,dansMを1angesoffertsaLouisHalphen,pp･

589sqq･

81 ≪Cahorsins≫をカオ-ル及びその附近地城の商人とする最近のほとんど一致した見解は,この地

域を貫通するこの路線の重要性を物語るであろう (拙稿 ｢"CallOrSins"の問題｣,国民経済雑誌 ･

第99巻第 2号 (1959),66頁以下をみよ)0

82 Renoua-rd,Y･:Lesvoiesdecommunication,p･591･

83 Renouard,Y･:LesrelatiorlSdespapeSd'Avignon,p･98･
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った｡か くして,アヴィニュオンを基地として,特に14世紀後半ラング ドック
84

内部へのイタリア人の浸透が始まるのである｡

どのような人物が,どのような活動をなしたか｡当時ラング ドックで語 られ

うるイタリア人の大部分は,それが商人,両替商,貸付人,銀行家叉はその業

種に明確な規定が与えられない商人であろうと,アヴィニュオンに既に所在す

る会社を代表する者,例 えば Capponi家,Pazzi家,Baroncelli家,Spifame家

などに属する者であるとか,あるいはアヴィニュオンで活動 し始めた者,例え
85 86

ば PardoAlamanni,RobertodalPoggi,≪Jehan Bel≫ といった者などである｡ か

れらは国王又はその代理者とそれらの債権 ･債務者との問に介在 して金融的操

作をなした｡法王と国王との親密な結びつきに支えられて,これら商人昼その

活動になんらの不安も覚えず,市民権が与えられるなどして常に好意的に取扱

われた｡これら商人と並んで注目すべきは,時あたかも百年戦争にあたってお
87

り,ためにイタリア努射手が隊長と共にかなり広範に雇兵されていたことであ

る｡

大西洋岸はどのような状態であっただろうか｡ボル ドーでは 5-13世紀に亘

っていかなるイタリア人も語 りえないことは前述 した｡これはこの都市が大西

洋と地中海とを結ぶ路線に重要な意義を持っていなかったこと,並びにイタリ

ア両人が求める商品の生産地でなかったことに関係 しているであろう｡ イタリ

ア人が最初にこの都市に足跡を印するのほ,13世紀中頃でジェノヴァ人の北方
88

航路開拓への努力と関連する｡ジェノヴァ人のイギ リス,フランドル-の航海

は,フィニイステル (Finisterre) 岬からポァン トゥ ･サン ･マテイユ (Pointe

84 Labande,E･-R･:Dequelquesltaliens6tablisenLanguedocsousCharlesV,dansM61anges

offertsaLouisHalpllen,P･360･

85 トウ-ル-ズに明らかに居住していた唯一の人物で,1391,1395,1398年の taille簿に記載され

ている｡しかし1405年のそれでは消滅する (Wolff,Ph･:op･cit･,p･397note254)｡

86 Labande,E･-R･:op･cit･,pp･370sq･

87 この時代の雇兵隊長は,戦闘の作戦,技術家という以上に就中実業家で,隊員の採用及び運用

に確かに専門化しているが,商業上の個眼を持ち,それを他の分野に適用しうる能力のある人物で

ある｡

88 Renouard,Y･:LeriledeShommesd'affaireSitaliensaBordeaux,pp･48sq･
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SaintMatheieu)への,そしてフェロル (Ferrol)からラ･マンシュ (laManche)

への直航が行われる以前では,沿岸航行に頼っていた｡このことはカンクブル

海岸にジェノヴァの植民地が設けられたり,PietroVesconteによって1311年に

描かれた地図に大西洋岸並びにジロンドが正確に寵載されていることから知る

ことが出来る｡ しかしながら,直航が始まるや否や,速かに沿岸航行は廃 止さ

れてしまった｡もっとも,沿岸航行の開拓者と思われるジェノヴァの Pessagno

衣,UsodiMare 家などは,当時イギ リス国王の領有下にあったアキテーヌ公

領の提督,あるいは財務官として13世紀末及び14世紀初頭に雇われる｡ ジェノ

ヴァ人と並んで トスカナ人も13世紀中頃以来現われるが,イギ リス国王と共に

イギ リスから渡航 したもので,国王-の必要物資の調達及び資金の融通にたづ

さわる｡特に EdwardI時代以来イギリスで既に名を馳せていた Frescobaldi家,

Cerchi家,BardideFlorence家,RiccardideLucques家などの トスカナ商人が,

種々な特権を代償としてアキテ-ヌにおけるイギ リス国王に多大の貸付を行っ
89

ている｡更に,イギ リスとフランスとの関係が急を告げている時でもあり,イ

ギ リス国王が軍事面でイタリア人特に海事に秀でたジェノヴァ人を提督とか,
90

その他の重要な軍事上の官職に就けたことも注目しなければならぬ｡以上見る

が如 く,ボル ドーにおけるイタリア人は主としてイギ リスを通 じて渡航 し,常

にイギ リス国王との関連において貸付,国王収入の請負,貨幣鋳造などの業務

を行い,且つ財務,軍事の重要な官職に就任 したのであり,商人個人としての

自由活動は全 くみられない｡

ボル ドーのこの事情は, ヨリ新 しいが,大西洋と地中海とを結ぶ横断路の重
91

要な拠点をなしたラ ･ロッシェルでは,い くぶん異なる｡ 外来者の居住も多 く,

1224年 LouisVIIIがこの都市をイギ リスから奪った折に,忠誠を誓わせた市民

中に既に二名 (ErnandusLombardus,ThomasdeJanua)のイタリア人を見出すこ

とが出来る｡13世紀後半には益々多 くの トスカナ人の居住があり,国王,司教

89 Ibid･,pp･50sqq･ 90 Ibid･,p･52･

91 Renouard,Y.:Leshommesd'affairesitaliensalaRochelleaumoyenage,inStudiinonore

diArmandoSapori,T･I,Milano1957･pp･403sqq･



40 第 101巻 第 5 号

92
など-の貸付を行っている｡14世紀に衰退はあったが,次の世紀には再び多 く

の ジェノヴァ人が訪れた｡これはこの都市-の北方人の来訪が多 くなるにつれ
93

て,仲継地としての役割が増大 したからである｡

南西フランスの地中海海岸都市では,12世紀以来ジェノヴァ, ピザ商人の活

瀞な動きを示すが,内陸及び大西洋岸ではほとんど浸透をみていない｡12世紀

末頃から大西洋と地中海との横断路ラ･ロッシェル- 一二一ム路線が, トスカ

ナ商人によって利用され始め,特にラ･ロッシェルなどには居住者をみる｡ し

か し,同じ大西洋岸にあるボル ドーでは,沿岸航行と関連 して13世紀中頃にジ

ェノヴァ人が現われるが,むしろこの都市のイタリア人はイギ リス国王に伴な

ってイギ リスから訪れたものである｡アヴィニュオンの法王庁の移転と共に,

ここを基地として法王と国王との友好関係に促進されつつラング ドック内部へ

の浸透が進められた｡か くの如 く,南西フランスにおけるイタリア人の動静か

ら,次の二点が注意されるであろう｡ 先ず,イタリア商人は自己の求める商品

の生産地には早 くから活瀞な浸透を行っているが,その他の地域には余 り積極

的な関心を示さない｡この地方の主要産物葡萄酒はボル ドー,ラ ･ロッシュル

を通 じて盛んに北方諸地方に販売され,-ンザ商人自らも来港 しているに拘ら
94
ず,イタリア商人はほとんどこの商業に関与 していない｡ ≪イタリア商人の求

める商品≫とはなにか｡いうまでもなく近東貿易に欠 くことの出来ないもの就

中毛織物及びその原料であったO故に,イタリア商人の西 ヨーロッパでの活動

は トルコの進出までは,少なくとも近東での活動と常に関連 していたように思

われる｡ 次に,イギ リス国王領有地においても,フランス国王領有地において

92 Vincentは,ポァトゥ一についてロンパルディア人が来住し,先ずユダヤ人と結び次いで単独に

行動したことを述べている｡かれらほ国王の保護下に一種のsyndicatを作 り,国王,諸侯更にはヨ

リ小規模な資金需要者にも金融した｡かれらの貴欲は極めて激しい嫌悪を起させ,巨大な財産は大

なる羨望を感じさせ,かくして1267,1271,1277,1292年の財産没収と追放とが結果 した (Vincent:

op･cit･,p･268)｡
93 Boissonnade,P.:Larenaissanceetl'essordelavieetducommercemaritimesenPoitou,

Aunis& SaintongeduXeauXVesi占cle,Revued'histoireeconomlqueetSOCiale,1924,pp･

259sqq･

94 Daenell,E.:DieBlilteZeitderdeutschenHanse,Bd.I,Berlin1906,S.451.
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もイタリア商人の活動は,国王並びに法王と密接に結びついていた｡ユダヤ人

と同じ金融業に従事 した場合でも,イタリア人は商業を基礎に形成された支店

網を通 じて公金融と大口商業金融に参加 したように思われる｡ユダヤ人が零細

な庶民金融を主にしていたのとは対照的である｡ 経済技術の観点からみた場合,

零細金融を主にしたユダヤ人には経済技術を発展させる可能性は極めて少な く,

これに反 し,イタリア商人はその可能性を多分に持っていた｡この意味から,

資本主義発達-の貢献は,経済技術の両からみるならば,イタリア人の方がユ
95

ダヤ人よりもヨリ大きかったといわねばならぬ｡ しかし,庶民に信用利用の素

地を培った者としてユダヤ人の貢献を忘れてはならない｡

95 Sayous,A･-E･:Lesjuifsは,この面からW.Sombartを批判した好論文である｡




